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1.　はじめに

⑴　道路メンテナンスセンターの設置
平成 24 年 12 月の中央自動車道笹子トンネルの
天井板落下事故を契機として，平成 26 年に道路
橋をはじめとした 5つの道路構造物の定期点検が
義務付けられた。平成 30 年度で定期点検が一巡
したが，全国にある約 72 万橋の 7割を管理する
市町村においては，早期に修繕が必要と診断した
道路橋のうち，修繕が完了したのは 1割程度にと
どまっている。
このように，市町村が抱えるメンテナンスを遂
行する上での 3つの課題（予算不足，人材不足，
技術力不足）が改めて顕在化してきたところであ
る。定期点検で把握した損傷の修繕に当たり，こ
れら 3つの課題を解決するための支援が，メンテ
ナンスサイクルを回すために必要な喫緊の政策課
題であるといえる。
それらの課題を解決すべく，平成 31 年 4 月 1
日に関東地方整備局に「関東道路メンテナンスセ
ンター（以下，「関東MC」という）」が，中部地
方整備局には「中部道路メンテナンスセンター（以
下，「中部MC」という）」が設置された。続いて，
令和 2年 4月 1日には近畿地方整備局に「近畿道
路メンテナンスセンター（以下，「近畿MC」と

いう）」が設置され（写真－ 1），同日に中国地方
整備局に「中国道路メンテナンスセンター（以下，
「中国MC」という）」が設置された（写真－ 2）。
4つの道路メンテナンスセンターが担う主な役

道路メンテナンスの基盤整備へ
〜道路メンテナンスセンターの拡充とその役割〜
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写真－ 1　近畿道路メンテナンスセンター開所式

写真－ 2　中国道路メンテナンスセンター開所式
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割は次の①〜⑦に示す内容である。
①　直轄国道における橋梁等の道路構造物の健全
性の診断等
②　劣化予測や修繕計画の最適化などアセットマ
ネジメントの検討・導入（メンテナンスデータ
の管理・分析等）
③　修繕工事の技術的支援（国道事務所への助言）
④　橋梁メンテナンスに関する技術研究開発
⑤　地方公共団体管理施設の直轄診断，修繕代行
⑥　地方公共団体の道路構造物保全に関する相談
窓口
⑦　地方公共団体職員等を対象としたメンテナン
スに関する研修・講習の講師

⑵　道路メンテナンスセンターの体制
関東MC では図－ 1に示す体制にて，中部
MC，近畿MC，中国MCの各MCでは図－ 2に
示す体制にて日々の業務を鋭意遂行している。
関東MC，中部MC，近畿MCおよび中国MC

では，技術相談をインターネット上にて受け付け
る体制も整備している。

2.　道路メンテナンスセンターの役割

4 つの道路メンテナンスセンターが担う役割の
うち，「①直轄国道における橋梁等の道路構造物
の健全性の診断等」における各MCが担当する
道路構造物等の区分を表－ 1に示す。関東MC
では技術第二課の新設に伴い，トンネルが担当に
追加され，中部MCと近畿MCは設置当初より
トンネルを担当している。中国MCでは特殊橋
梁の点検を担当する等の各地方整備局の事情等も
踏まえた担当となっている。
また，国道事務所，地方公共団体への支援は，

いずれの道路メンテナンスセンターも構造物の種
別を問わず受け付けている。
以降は，道路メンテナンスセンターの主な役割

を，令和元年度の関東MCと中部MCの取り組
み事例を交えながら紹介する。

⑴　国道事務所への技術的支援
道路メンテナンスセンターでは，国道事務所へ
の技術支援として，日頃の維持管理や定期点検に
て発見された重篤な損傷への技術相談を受け付け
ている。
技術支援の実績として，令和 2年 5月時点では
関東MCでは 12 件，中部MCでは 6件に上り，
いくつかの支援内容を紹介する。

表－ 1　各MCが担当する道路構造物等
項目 関東MC 中部MC 近畿MC 中国MC

橋梁等の
健全性の
診断

橋梁
トンネル
舗装

○
○※ 1

○
○※ 2

○※ 3
○※ 3
○※ 4

○※ 5

国道事務所，地方
公共団体への技術
支援

○ ○ ○ ○

直轄診断 ○ ○ ○ ○

※ 1　令和 2年度より技術第二課にて対応
※ 2　主に技術支援等
※ 3　点検も含む
※ 4　自専道のみ対応
※ 5　特殊橋梁の点検を含む
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①　定期点検に係わる技術支援（関東MC）
東京外環自動車道と国道 298 号との並走区間に
架かる長大斜張橋の幸魂大橋のケーブルの定期点
検における着目点等について助言した。
その結果を踏まえて，国道事務所が実施したケ
ーブルの詳細調査において，今後対応が必要な損
傷を確認することができた。
②　特殊な形式の橋梁への技術支援（関東MC）
国道 19 号上の犀川に架かる 3径間鋼トラス橋
の穂刈橋（写真－ 3）の健全性に係わる技術相談
には，現地調査結果をレポートにまとめて，構造
安全性に係わる技術的助言を添えて報告した。

また，穂刈橋は，後述する関東MCの技術支
援の一環である補修設計の支援の対象となった。
③　重篤な損傷が見られた横断歩道橋への技術支
援（関東MC）
階段桁に著しい腐食と孔食が見られ，通行止め

とした国道 14 号に架かる幕張二丁目歩道橋（写
真－ 4）の階段桁の応急対策について技術的な助

言をした。
④　トンネル覆工背面の空洞に関する技術支援
（中部MC）
国道 41 号七宗第四トンネルにおいて覆工背面
の空洞が確認されたため，緊急調査や応急措置へ
の助言，建設当時の矢板工法に関する情報収集，
空洞充填工法に関する助言等を行った（写真－
5）。

⑤　メンテナンスの意思決定に係わる支援
道路メンテナンスセンターは，点検，診断のみ
ならず，補修まで含めたメンテナンスの意思決定
の一翼を担う組織としての役割が求められている。
関東MCでは，技術的に高度な判断が求めら
れる特定の形式の橋梁や特定の部位の補修設計を
支援する仕組みを構築して，本格的な運用に取り
組んでいる。
令和元年度の実績として，健全性の相談を受け
た上述の穂刈橋について，補修設計を実施した。
令和 2年度も積極的に技術支援としての補修設計
に取り組む予定である。
中部MCでは，健全性の診断を踏まえ，補修
に高度な技術が必要と判断された構造物に対し
て，積極的に技術的な支援をできる仕組みを構築
している。
今後は補修設計に関して，準拠する技術基準，
周辺環境に伴う補修方法，新技術の導入，再劣化
の防止等，多角的な観点から助言できるよう，取
り組む予定である。

写真－ 3　国道 19号 穂刈橋（関東MC）

写真－ 4　国道 14号 幕張二丁目歩道橋（関東MC）

写真－ 5　国道 41号 七宗第四トンネル（中部MC）
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⑵　地方公共団体への技術支援
前述のとおり，地方公共団体では「予算不足」，

「人材不足」，そして「技術力不足」が以前からの
課題であり，国土交通省は各都道府県の道路メン
テナンス会議等を通じて様々な支援をしている。
関東MCでは，技術的な相談対応に加えて，
積極的に現場へ赴き（写真－ 6），実橋の劣化程
度を把握するとともに，得られた所見を技術的助
言として図－ 3に示すレポートにまとめて相談者
へ渡している。
令和 2年 5月時点での地方公共団体への技術支

援は，関東MCで 16 件，中部MCでは 7件に上
る。寄せられた相談の内容は，技術的な内容か
ら，長寿命化に係わる計画策定等まで多岐にわた
るため，道路メンテナンスセンターには，それら
に対応するための幅広い知識と経験，そして技術
基準や施策の担当部署との連携が求められること
を示唆している。

⑶　直轄診断
直轄診断とは，「橋梁，トンネル等の道路施設
については，各道路管理者が責任を持って管理す
る」という原則のもと，それでもなお，地方公共
団体の技術力等に鑑みて支援が必要なものに限
り，国が地方整備局，国土技術政策総合研究所，
（国研）土木研究所の職員で構成する「道路メン
テナンス技術集団」を派遣し，技術的な助言を行
う地方公共団体への国土交通省の技術支援の施策
の一つである。
令和元年 8月 6日に，秩父市（埼玉県）の要請
により，写真－ 7に示す秩父橋（昭和 6年施工）
にて，関東MC荒川正秋センター長をリーダー
とした「道路メンテナンス技術集団」が現地調査
を実施した。
当日およびその後の調査を踏まえた診断結果か
ら，技術的助言をまとめ，令和元年 12 月 20 日に
秩父市長へ報告した（写真－ 8）。
同様に，中部MCでは，令和元年 7 月 9 日に
吉田町（静岡県榛原郡）の要請により，写真－ 9

写真－ 6　地方公共団体への技術支援（現地調査）（関東MC）

図－ 3　地方公共団体への技術支援（レポート）（関東MC） 写真－ 8　秩父市長への報告（関東MC）

写真－ 7　秩父橋（埼玉県秩父市）（関東MC）
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に示す古川橋にて，加藤豊センター長をリーダー
とした「道路メンテナンス技術集団」が現地調査
を実施し，調査結果を基にとりまとめた技術的助
言を令和元年 11 月 18 日に吉田町長へ報告した
（写真－ 10）。

⑷　修繕代行
直轄診断の報告後に秩父市および吉田町から道

路法第 17 条第 6 項の規定に基づく修繕代行の要
請があり，令和 2年 4月に秩父橋および古川橋の
修繕代行事業が事業化された。
今後，関東MCと中部MCは，直轄診断を担

当したそれぞれの橋梁の修繕代行事業において，
関東MC は主体的に事業を推進する立場とし
て，中部MCは担当事務所と連携して，引き続
き中心的な役割を担う予定である。

⑸　メンテナンスに関する研修・講習の講師
国土交通省では，平成 26 年度から各地方整備
局にて，地方整備局職員と地方公共団体職員向け
に橋梁初級（Ⅰ），橋梁初級（Ⅱ）等の橋梁の定
期点検や修繕を学ぶことができる研修を定期的に
催している。
一方，道路メンテナンスセンターの掲げる主な
役割の一つに，メンテナンスに関する研修・講習
の講師があり，関東MCと中部MCはこれらの
研修に講師として参画して国および地方の技術力
向上に尽力している。
また，地方公共団体等からの個別の要請にも応
じて研修，講習の開催やその講師を務めることに
より，地方の技術力向上に貢献している。令和元
年度は，関東MCでは 5 件，中部MCでは 11 件
の実績を積み上げている。写真－ 11に関東MC，
写真－ 12に中部MCの実施状況をそれぞれに示す。
また，関東MCでは，高度な技術を要する鋼

写真－ 9　古川橋（静岡県榛原郡吉田町）（中部MC）

写真－ 10　吉田町長への報告（中部MC）

写真－ 11　地方公共団体の要請による講習（関東MC）

写真－ 12　地方公共団体の要請による講習（中部MC）
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橋の疲労き裂対策について，関東MC職員を対
象として溶接の実習等もある実践的な勉強会（写
真－ 13）を開催して，インハウスエンジニアの
技術力向上を図っている。

⑹　メンテナンスデータの一元管理
道路メンテナンスセンターの役割には，メンテ

ナンスデータの管理・分析等がある。
関東MCでは，橋梁の定期点検データを一元

的に管理する環境を整えつつ，将来的にはアセッ
トマネジメントの導入を目指して，分析に資する
メンテナンスデータの整備を推進する予定であ
る。整備したデータを用いて，地方公共団体が参
考にできるデータ活用の取り組みを検討して，幅
広い展開を目指している。
また，道路の維持管理の合理化および効率化を

研究する研究者，研究機関を対象にメンテナンス
データのオープン化も視野に入れ，図－ 4に示す
道路管理者が管理するデータが連係してメンテナ

ンスサイクルが回る仕組みの構築を目指している。
そのために，連携できる地方公共団体や，維持
管理データの高度な管理を実践する高速道路会社
へのヒアリングや連携を意欲的に模索している。

3.　学識者，有識者との連携

⑴　連携の目的と実績
関東MCでは，技術支援の質の向上を目指し
て，幅広い知識と高い技術力の獲得と，高度な案
件に対応できる体制の構築を目的に，メンテナン
スに高い見識を持つ学識者，有識者の方々と交流
している。令和元年度は，3名の学識者，有識者
の方々と交流を図ることができた。大学の立場か
ら地方公共団体への技術支援に取り組む東京大学
の長井准教授とは，支援の観点やアプローチにつ
いて，富山市にて市役所の内側から道路メンテナ
ンスの改革に尽力されている植野芳彦氏（写真－
14）とは，職員の意識と技術力の向上について，
意見を取り交わした。
また，写真－ 15は行政の技術者の経験を併せ
持つ橋梁の専門家の髙木千太郎氏（（一財）首都
高速道路技術センター上席研究員）を講師に招い
て開いた勉強会であり，髙木氏の経験からメンテ
ナンスに係わる技術者としての持つべき心構えを
学ぶことができた。
今後も積極的に交流を図る予定である。

写真－ 13　鋼橋の疲労き裂に係わる勉強会（関東MC）

図－ 4　メンテナンスデータの一元管理（関東MC）

写真－ 14　植野氏（富山市）との意見交換会（関東MC）
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⑵　関東道路メンテナンス推進委員会
関東MCでは，道路構造物のメンテナンスの
高度化・合理化に向けた進め方や課題へ対応する
ための意見聴取を目的として，村越潤教授（東京
都立大学）を委員長とした各分野の有識者にて構
成される「関東道路メンテナンス推進委員会」を
令和元年 8月 7日に発足した。
今後は，道路メンテナンスに係わる各種課題に
ついて，ご意見を伺う予定である。

4.　今後の取り組み

国土交通省が平成 29 年より取り組んでいる「メ
ンテナンスのセカンドステージ」の 6つの取り組
みのうち，道路メンテナンスセンターでは，「予
防保全を前提としたメンテナンスの計画的な実
施」，「新技術の導入等による長寿命化・コスト縮
減」について，直轄国道と地方公共団体への積極

的な技術支援に取り組む必要がある。
一方で，定期点検の 1巡目を終えて，メンテナ
ンスサイクルは本格的な補修に着手する時期にあ
り，かつ 2巡目の定期点検も並行するため，各道
路管理者においては，一層の維持管理の効率化や
コスト縮減に係わる情報も重要となる。関東MC
と中部MCでは，定期点検について平成 31 年 2
月に改定された道路橋定期点検要領等に基づき，
点検支援技術の活用等，道路施設の状況に応じた
点検手法の検討を進める予定である。加えて，修
繕の実施に当たり，メンテナンスサイクルの計画
的な推進の妨げとなる補修箇所の再劣化につい
て，事例収集や原因分析を実施して，適切な補修
の実施へつながる検討を予定している。
最後に，本誌を購読されている地方自治体の
方々がお持ちのメンテナンスでの悩みや困りごと
を，道路メンテナンスセンターへ相談するきっか
けとなることを期待して，各道路メンテナンスセ
ンターへのホームページのQRコードの掲載にて
本稿の結びとさせていただく。

写真－ 15　髙木氏を招いた勉強会（関東MC）
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